
し ん き ん イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ サ ー ビ ス の 

ご 利 用 規 定 に 基 づ く ご 契 約 の 解 約 に つ い て 

令和３年３月 

当金庫では、インターネットバンキング（以下ＩＢという）に対する不正アクセスおよ

び不正送金により、知らない間に被害に遭われることを防止するため、ＩＢの契約をいた

だいているお客さまのうち、１年以上ログインされていないお客さまにつきましては、利

用規定に基づき契約を解約させていただくことといたしました。 

なお、引き続きの利用を希望されますお客さまは、ご契約中のＩＢにログインしていた

だくかお取引店舗までお申し出くださいますようお願いいたします。 

また、ご住所等の相違により、ダイレクトメールが届かない場合につきましても、利用

規定に基づき契約を解約させていただきますのであらかじめご了承ください。  

何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。   

                                                                                                                                                                                          

ご契約の解約対象のお客さま 

・ＩＢ契約をいただいているお客さまのうち、令和２年 12 月末までに 1 年以上ログイン

されていないお客さま。 

・発送されたダイレクトメールが当金庫に返戻されたお客さま。 

 

 



ご契約の解約の根拠 

・しんきんインターネットバンキング利用規定第 15 条第 1 項および同条第 3 項。 

ご契約の解約予定 

・令和３年５月より順次解約を行います。 

ご契約の継続を希望される場合 

・令和３年４月３０日（金）までに、ご契約中のインターネットバンキングへログインを

してください。なお、「画像認証カードの切替え」がお済でないお客さまにおかれまし

ては、お手元の「画像認証カード」をご確認いただき、「画像認証カードへの切替」を

お願いいたします。 

・ご住所等の相違により、ダイレクトメールが届かないお客さまにつきましては、令和３

年４月３０日（金）までに、住所変更手続きをすませてください。 

・ご不明な点がございましたら、お取引店舗までお申し出ください。 

 


